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支配株主等に関する事項について 

 

 

当社の親会社である東宝株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなり

ますので、お知らせいたします。 

 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2026年１月31日現在） 

名  称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

東宝株式会社 親会社 53.03 1.12 54.16 
東京証券取引所 プライム市場 

福岡証券取引所 

 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

(1) 親会社等の位置付けおよび当社と親会社等の関係 

当社グループは東宝株式会社を親会社とし、同社を中心とした企業集団（以下「東宝グルー

プ」という。）に属しております。当社グループは、東宝グループの事業ポートフォリオにおい

て、不動産事業の中の道路事業セグメントに位置付けられております。道路事業セグメントは

当社グループのみで構成され、当社グループが主力としている道路関連事業については、東宝

グループ内の他の事業と競合関係にはありません。一部、不動産賃貸事業において東宝グルー

プの事業と重複しておりますが、事業規模や物件の保有・取得等の方針が異なっていること

から、事業上の棲み分けが十分になされています。また、当社グループは東宝グループのキャ

ッシュ・マネジメント・システムには参加しておりません。 

このように当社グループと東宝グループは、相互に経営の独立性を尊重しながら多面的な

事業を展開し、グループとしての企業価値向上を目指しております。なお、東宝グループは、

現時点において当社グループを連結子会社とすることを維持する方針です。 

 

 

 

 

 



(2) 親会社等からの一定の独立性確保の状況 

当社の取締役9名のうち親会社との兼任取締役は1名です。当社の取締役の選任に当たって

は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会（委員長：独立社外取締役）において

十分審議された者を候補者としており、また、指名・報酬委員会のメンバーには親会社との

兼務取締役は含まれていないことから、取締役の選任プロセスにおいて、親会社からの独立性

は確保されていると認識しております。 

また、東宝グループの「グループ経営管理規程」では、上場会社は規程の適用外となって

おります。定期的な業績報告や経営管理上の重要事項に関する事前の連絡等、東宝グループの

連結子会社に必要とされる連携体制は構築しているものの、当社グループの事業上の意思決定

プロセスにおいて、親会社への事前承認や事前協議を要する等の定めはありません。 

これらのことから、少数株主保護の観点から特別委員会を設置するなどの措置はとっており

ませんが、当社グループのガバナンス及び事業運営上、親会社からの独立性は十分に確保され

ていると判断しております。 

 

（取締役の兼任状況） 

役  職 氏  名 親会社等での役職 就 任 理 由 

取 締 役 太 古 伸 幸 
東宝株式会社 

取締役 副社長執行役員 

当社グループの経営に対し、 

総合的な助言を得るため 

 

３．支配株主等との取引に関する事項 

記載すべき重要な事項はありません。 
 

４.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社は、支配株主との取引等を行う際は、少数株主の保護のため取引条件が第三者との通常

取引と著しく相違しないこと等に留意し、公正かつ適正に決定しております。 

また、当社は、当該取引等について当社に不利でないことを取締役会において再確認して

おり、当社の利益を害するものではないと判断しております。 

以 上         


